
◎遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保

に関する法律 
（平成一五年六月一八日法律第九七号）   

一、提案理由（平成一五年四月一五日・参議院環境委員会） 

○国務大臣（鈴木俊一君） おはようございます。 

 ただいま議題となりました遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の

確保に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 

 人類の存続の基盤である環境が成り立つためには、生態系が健全に維持される必要が

あります。生物の多様性は、その生態系の基礎となるものであり、その確保を図ること

は、人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に

寄与するものと考えています。 

 この法律案は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議

定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、環境中への拡散を防止しないで行う遺伝子

組換え生物等の使用等について承認制度を創設するとともに、遺伝子組換え生物等を施

設内等で使用する者に対し適切な拡散防止措置を取ることを義務付ける等の措置を講じ

ようとするものであります。 

 次に、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。 

 第一に、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する事項、遺

伝子組換え生物等の使用等をする者が配慮しなければならない事項等を定めた基本的事

項を公表することとしております。 

 第二に、環境中への拡散を防止しないで遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする

者は、その使用等による生物多様性影響を評価した上で、その使用等に係る規程を提出

して主務大臣の承認を受けなければならないことといたします。 

 第三に、施設内での遺伝子組換え生物等の使用等をする者は、遺伝子組換え生物等が

環境中に拡散することを防止するために主務大臣が定めた措置を取らなければならない

こととするとともに、その措置が定められていない場合には、あらかじめ主務大臣の確

認を受けた拡散防止措置を取らなければならないことといたします。 

 第四に、遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、相手国に対し通告をしなけれ

ばならないこととするとともに、その使用等の内容等を表示したものでなければ輸出し

てはならないことといたします。 

 このほか、これらの措置を確実に実施するための措置命令、この法律案に基づく施策

に広く国民の意見を反映させるための措置等を定めることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその主な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

二、参議院環境委員長報告（平成一五年四月二三日） 

○海野徹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査



の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定

書の的確かつ円滑な実施を確保するため、環境中への拡散を防止しないで行う遺伝子組

換え生物等の使用等に係る承認制度を創設するとともに、遺伝子組換え生物等を施設内

等で使用する者に対し、適切な拡散防止措置を取ることを義務付ける等の措置を講じよ

うとするものであります。 

 委員会におきましては、生物多様性影響評価の方法、遺伝子組換え生物等に係る情報

公開の在り方、予防的な取組方法の位置付け等について質疑が行われたほか、参考人か

ら意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了し、本法律案に対し、日本共産党の岩佐委員より、遺伝子組換え生物等の

使用等に関する情報公開等を内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年四月二二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、遺伝子組換え生物等による生物多様性影響については未解明な部分が多いことから、

科学的知見の充実を急ぐとともに、「リオ宣言」第十五原則に規定する予防的な取組

方法に従って、本法に基づく施策の実施に当たること。 

二、遺伝子組換え生物等による生物多様性影響の防止に万全を期するため、環境省のリ

ーダーシップの下、関係省庁間の十分な連携を図るとともに、本法実施に係る人員・

予算の確保等必要な体制の整備に努めること。 

三、遺伝子組換え生物等に対する国民の懸念が増大していることにかんがみ、「基本的

事項」を定めるに当たっては、広く国民の意見を求め、その結果を十分に反映させる

とともに、国民に分かりやすい内容のものとすること。また、「基本的事項」の施策

後においても、十分な情報公開の下、国民とのリスクコミュニケーションを積極的に

推進すること。 

四、「生物多様性影響評価書」の信頼性を確保するため、評価手法・基準等を定めるに

当たっては、国民のコンセンサスを十分に得るため、広く意見を求めること。また、

評価後におけるモニタリングの実施とその結果の情報開示が図られるようにすること。 

五、遺伝子組換え生物等の第一種使用等の承認に当たっては、関係する国際機関におけ

る検討や諸外国の研究成果等を踏まえつつ、学識経験者の意見を尊重し、客観的な評

価の下に行うこと。 

六、遺伝子組換え食品の安全性に対する消費者の不安が大きいことから、その安全性評

価を行うに当たっては、科学的知見を踏まえ慎重を期するとともに、表示義務の対象、



表示のあり方、方法についても検討を行うこと。 

七、遺伝子組換え生物とともに移入種による生物多様性影響が懸念されていることから、

移入種対策に係る法制度を早急に整備すること。 

八、国際的な生物多様性の確保を図るため、生物多様性条約、カルタヘナ議定書を締結

していない米国等に対し、あらゆる機会を利用して同条約、同議定書に参加するよう

積極的に働きかけること。 

 右決議する。 

三、衆議院環境委員長報告（平成一五年六月一○日） 

○松本龍君 ただいま議題となりました法律案について、環境委員会における審査の経

過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の

的確で円滑な実施を確保するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を

講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策に関する事項等を定めた

基本的事項を公表するものとする、 

 第二に、環境中への拡散を防止しないで遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする

者は、事前に、生物多様性影響を評価した上で、使用規程を提出して主務大臣の承認を

受けなければならないものとする、 

 第三に、施設内で遺伝子組換え生物等を使用する者は、遺伝子組換え生物等が環境中

に拡散することを防止するために主務大臣が定めた措置をとらなければならないものと

するとともに、その措置が定められていない場合には、あらかじめ主務大臣の確認を受

けた拡散防止措置をとらなければならないものとする 

等であります。 

 本案は、参議院先議に係るものであります。 

 委員会においては、去る五月三十日鈴木環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、

六月三日参考人から意見を聴取し、六日質疑を終了したところ、日本共産党から修正案

が提出されました。次いで、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決まりました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年六月六日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、遺伝子組換え生物等による生物多様性影響については未解明な部分が多いことから、

科学的知見の充実を急ぐとともに、「リオ宣言」第十五原則に規定する予防的な取組

方法に従って、本法に基づく施策の実施に当たること。 

二、遺伝子組換え生物等による生物多様性影響の防止に万全を期するため、環境省のリ



ーダーシップの下、関係省庁間の十分な連携を図るとともに、本法実施に係る人員・

予算の確保等必要な体制の整備に努めること。 

三、遺伝子組換え生物等に対する国民の懸念が増大していることにかんがみ、「基本的

事項」を定めるに当たっては、広く国民の意見を求める機会を確保し、その結果を十

分に反映させるとともに、国民に分かりやすい内容のものとすること。また、「基本

的事項」の策定後においても、十分な情報公開の下、国民とのリスクコミュニケーシ

ョンを積極的に推進すること。 

四、「生物多様性影響評価書」の信頼性を確保するため、評価手法・基準等を定めるに

当たっては、国民のコンセンサスを十分に得るため、広く意見を求め、適宜その結果

を反映させること。また、評価後における継続的なモニタリングの実施とその結果の

情報開示が図られるようにすること。 

五、遺伝子組換え生物等の第一種使用等の承認に当たっては、関係する国際機関におけ

る検討や諸外国の研究成果等を踏まえつつ、多様な分野にわたる学識経験者の意見を

尊重し、客観的な評価の下に、慎重に行うこと。また、承認後における科学的知見の

充実等により、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められた場合においては、

速やかに使用の凍結等適切な措置を講じること。 

六、遺伝子組換え食品の安全性に対する消費者の不安が大きいことから、その安全性評

価を行うに当たっては、科学的知見を踏まえ慎重を期するとともに、表示義務の対象、

表示のあり方、方法についても検討を行うこと。 

七、遺伝子組換え生物とともに移入種による生物多様性影響が懸念されていることから、

移入種対策に係る法制度を早急に整備すること。 

八、国際的な生物多様性の確保を図るため、生物多様性条約、カルタヘナ議定書を締結

していない米国等に対し、あらゆる機会を利用して同条約、同議定書に参加するよう

積極的に働きかけること。また、当該国の遺伝子組換え生物等に係る情報収集に努め、

輸入業者等への注意を喚起すること。 


